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ベルギーにおける原子力の取り組み
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世界におけるベルギー
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ヨーロッパにおけるベルギー
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ベルギー

・人口：1,050万人 面積：30,528km2

・立憲君主制の連邦議会民主主義

・3種の政府による連邦国家－連邦政府、地域政府、言語共同体

-3つの地域政府：フランデレン地域政府、ワロン地域政府、ブリュッセル首都圏地域政府

-3つの言語共同体：フラマン語*共同体、フランス語共同体、ドイツ語共同体

*フラマン語：オランダ語の一種
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ベルギー

・連邦国家

共同体

・フラマン語共同体

・フランス語共同体

ドイツ語共同体・ドイツ語共同体

地域政府

・フランデレン地域政府

・ブリュッセル首都圏地域政府

・ワロン地域政府ワ ン地域政府
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ベルギーの原子力の概略：主な原子力施設

（中央から反時計回り）

・ドール：4基の原子力発電所‐2,911MWe
・ブリュッセル：ONDRAF/NIRAS
・フルール‐ファルシネ： IRE
テ アンジ 3基の原子力発電所 3 015 8MW・ティアンジュ：3基の原子力発電所‐3,015.8MWe

・モル／デッセル：

SCK·CEN
Belgonucleaire (解体済み)
FBFC-I (解体中)
IRMMIRMM
Belgoprocess
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ベルギーの発電

・1974年：ベルギーの原子力発電の商業利用開始

・2014年：7基の原子力発電所 - すべて加圧水型原子炉

・総発電量 5926.8 MWe
・ドールとティアンジュの原子力発電所の発電量合計 45.9 TWh (2012年)

（2012年のベルギー総発電量の53％にあたる）

円グラフ

2012年のベルギーにおける発電の内訳

原子力（53.0％）、火力（41.3％）、水力（1.6％）、太陽光（1.3％）、

風力（2.6％）、その他（0.1％）

8



その他の放射性廃棄物発生者

（上段左から右へ）

・医療診断

・放射線治療

・殺菌

（下段左から右へ）

・炭素14による 年代測定

・溶接検査

・電離式煙探知器、およびロッドに放射性物質を用いた照明（現在は禁止）
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ベルギー

経済政策とエネルギー政策の責任は、連邦政府と地域政府で分担されている。

・連邦政府：

供給の安全保障、関税規制、核燃料サイクル、放射性廃棄物管理及び関連する研究開
発発

・地域政府：

エネルギー効率、再生可能エネルギー、非原子力エネルギーの研究開発、電気とガス
の供給
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私たちはだれか？
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ONDRAF/NIRASは何をしているのか？

ONDRAF/NIRAS（=ベルギー放射性廃棄物・濃縮核分裂性物質管理機関）

・1980年8月8日に法律で制定

・監督権限：経済・エネルギー大臣

①ベルギーの放射性廃棄物管理

②解体と復旧

③在庫管理③在庫管理

④核分裂性物質の管理

⑤科学的研究

⑥政策準備

⑦社会経済的な投資

⑧参加と関与⑧参加と関与

⑨長期的資金調達活動
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私たちのビジョン

（中央）

持続可能な廃棄物管理

（左上から反時計回りに）

科学と技術・科学と技術

・環境と安全

・倫理と社会

・経済と財政
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ONDRAF/NIRASとパートナー

パートナーシップ

エネルギー・経済担当大臣 ↓ GIE EURIDICE
（監督当局） （社会的支援） （地下研究所運営）

↓

連邦原子力管理庁（FANC）→ ONDRAF/NIRAS →（契約）→ BELGOPROCESS
（協議・認可と管理） ↑ （処理、貯蔵、修復）

（資金供給）

内務大臣 ↑ 廃棄物輸送業者

廃棄物発生者 （廃棄物の収集と輸送）

請他の下請け会社

（作業者・供給者・サービス）
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私たちがどのように放射性廃棄物を管理しているか？
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私たちの放射性廃棄物管理システム

短期および中期の放射性廃棄物管理

①廃棄物発生量の抑制

②識別管理

③受入れ検査

④輸送④輸送

⑤処理

⑥一時貯蔵

長期の放射性廃棄物管理

⑦処分⑦処分

浅地中処分

地層処分
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場所
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放射性廃棄物の受け入れ

現在の受入れ

現在の受け入れ基準に基づく。

①処理施設および処理方法の承認

②廃棄物の受入れ検査

③貯蔵建屋の承認③貯蔵建屋の承認

将来的な受入れ

将来的な受け入れ基準に基づく。

浅地中処分浅地中処分

地層処分
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処理

①減容

可燃性廃棄物の焼却

液体廃棄物の蒸発減容

固体廃棄物をせん断して細かくする

ドラム缶の圧縮ドラム缶の圧縮

②閉じ込めと安定化

圧縮された廃棄物を、より大きなドラム缶に入れ、セメント等の材料で安定化する

③管理

プロセス全体を監視する

19



廃棄物の減容及び凝集処理

（左上）

固形廃棄物は ： 焼却、超圧縮またはせん断

・（写真）CILVA施設における焼却

・（写真）PAMELA施設におけるグローブボックスでの処理

（写真）CILVA施設における超圧縮 （右上）・（写真）CILVA施設における超圧縮 （右上）

（右下）

液体廃棄物は ： 凝集または蒸発処理

・（写真）廃水処理施設
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放射性廃棄物を長期間不活性化し閉じ込めるための処理方法

ベルギーでは、セメント固化（以前はガラス固化またはビチューメン固化もあり）

（写真左）

セメント固化施設と、減容後にセメント固化された廃棄物の入った容器

（写真右上）

再処理廃棄物のガラス固化

（写真右下）

再処理工程から出た金属廃棄物、ペレットに圧縮充填された金属廃棄物、再処理工程から出た金属廃棄物、 レットに圧縮充填された金属廃棄物、

その後、ステンレス製のコンテナに封入されたもの
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中間貯蔵施設
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中間貯蔵施設で保管されている放射性廃棄物

HLW（高レベル放射性廃棄物） ７０ｍ3

MLW（中レベル放射性廃棄物） ４,２５３ｍ3

LLW（低レベル放射性廃棄物） １８,８１８ｍ3
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長期の放射性廃棄物管理
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放射性廃棄物の長期にわたる管理のための再分類

低レベル
放射性廃棄物

中レベル
放射性廃棄物

高レベル
放射性廃棄物

短寿命放射性廃棄物 カテゴリーＡ カテゴリーＡ カテゴリーＣ

長寿命放射性廃棄物 カテゴリーＢ カテゴリーＢ カテゴリーＣ

*全て再処理する場合

長寿命放射性廃棄物 カテゴリ Ｂ カテゴリ Ｂ カテゴリ Ｃ

体 積
カテゴリーＡ

±26.000モノリス

カテゴリーＢ
±4.500 a 5.500*

モノリス

カテゴリーＣ
±2.000* a 3.000
スーパーコンテナ

全て再処理する場合
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低レベル放射性廃棄物

デッセルでのcAtプロジェクト ： 利害関係者から利益の共有者へ
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技術的アプローチ 1994年

ONDRAF/NIRAS → 公衆

DAD
Decide－Announce－Defend
決定 公表 正しい選択と主張決定 － 公表 － 正しい選択と主張

最適なサイト ＝ 最善の解決法
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新しいアプローチ 1998年

ONDRAF/NIRAS ←－→ 社会

DAD ＞ ADD
Announce－Discuss－Decide

公表 議論 決定公表 － 議論 － 決定

適切なサイトを見つけ

解決法を確保 → 自発的な参加 → 段階的で包括的な意思決定
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政府決定 1998年

処分は“選択”である

最終処分場、または浅地中か地下に関わらず、徐々に「最終（処分場）」になる可能性
のある少なくとも1箇所の処分場。
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政府決定 1998年

既存の原子力関連地域に焦点をあてる

“まず既に原子力施設のある地域に、ついで立候補に前向きな自治体に目を向ける。”
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政府決定 1998年

地域の当事者との協力

“管理および交渉の仕組みを含めて、地域レベルで処分施設を統合する方法。”
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一般へのメッセージ 1998年-1999年

1 私たちはあなたの手助けが必要です

２ 自発性に基づく協力 → 拒否権がある

３ 市民参加の枠組みの提供

４ 耳を傾け学ぶ
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地域パートナーシップ 1998年-1999年

処分施設を受け入れるための可能性や条件

地域社会を代表する

自身で予算を管理する

研究を発注する研究を発注する

内部と外部の専門知識を活用する
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３つのパートナーシップ 1999年-2003年

デッセルのパートナーシップ ： STOLA

モルのパートナーシップ ： MONA

フル ル フ ルシネのパ トナ シ プ PALOFFフルール・ファルシネのパートナーシップ ： PALOFF
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地域パートナーシップ 1999年-2006年

共通基準の追求

異なる関心と価値観の間で

統合プロジェクト

処分場＋様々な要件

リーダー役であるパートナーシップ

協働のために提供された仕組み、時間とリソース

利益の共有者

ステークホルダー（利害関係者）ではなく
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統合プロジェクト 1999年-2006年

＜左図＞

各パートナシップの地域にある原子力関連施設

＜右図＞

（上）処分場（上）処分場

（左）付随する地域プロジェクト

（右）技術的な対策と安全の手段

（下）追加的な地域の条件
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決定 2004年-2006年

2004年 STOLAの提案（デッセル）

デッセル・・・承認

MONAの提案（モル）

2005年 モル・・・ 承認

P L FFの提案（フル ル フ ルシネ）PaLoFFの提案（フルール・ファルシネ）

2006年 フルール・ファルシネ・・・ 否認
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政府承認 2006年

デッセルにおける浅地中処分

統合プロジェクトの開発

デ セルとモルの参加は継続されなければならないデッセルとモルの参加は継続されなければならない
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CATプロジェクト 2006年

デッセルとモルとの協力

両パートナーシップの要件の満足

共同設計共同設計

各種要件を実体のあるプロジェクトに反映

地域cAtチーム

新しい協力方法
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協力の方法

（左） デッセルのパ トナ シップ： STOLA（左） デッセルのパートナーシップ： STOLA

（右） モルのパートナーシップ： MONA

（中央 上）

デッセルとモルの共同決定

cAt運営委員会

・デッセルの自治体

・モルの自治体

・両パートナーシップ

・ONDRAF/NIRAS

（中央 下）

より広い地域のための機会

地域協議プラットフォーム（ROP）
・ONDRAF/NIRAS
・両パートナーシップ両パ トナ シップ

・Campine地域 地域社会経済協議委員会
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CATマスタープラン 2010年

（中心）処分場

（上から反時計回りに）

ミ ニケ シ ンセンタコミュニケーションセンター

安全、環境と健康

雇用と原子力の専門知識

国の計画と流動性

協議と参加

地域開発基金地域開発基金
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長期のパートナーシップ

1998年 予備プロジェクト段階

パートナーシップは技術的概念と社会的要件を統合させた提案書（ドラフト）を作成
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長期のパートナーシップ

2006年 設計段階

ONDRAF / NIRASとパートナーシップが共同設計でプロジェクトを発展させ、パート
ナーシップは状況を監視する
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長期のパートナーシップ

2013年 実行段階

パートナーシップは履行を監視し、いくつかのサブプロジェクトに積極的に貢献する
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長期のパートナーシップ

2021年 操業段階

社会的プロジェクトでのパートナーシップのための共同または単独の管理

長期的な安全を確実にする

サイトで実際に起こ た出来事を記録するサイトで実際に起こった出来事を記録する

→将来の役割について継続的に検討
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短寿命放射性廃棄物の場合

発生

輸送

処理

一時貯蔵

IPM*IPM*
ケーソン施設

処分モジュール

最終的なカバー

２つの最終処分場

*IPM： Installation for the Production of Monolis
“モノリス”と呼ばれる廃棄体を製造するために、コンクリートボックスにカテゴリーAの廃

棄物を保管する設備
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試験と実証

整地試験（2010年）

実証試験（2011年-）
試作品（2010年）

落下試験（2010年）

IPM ンクリ トプラント設計（2016年）IPM コンクリートプラント設計（2016年）

カバーの試験（2019年）
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浅地中処分の設置規模

全高 約20ｍ
処分場面積 15ha
最終カバー厚さ 4.5ｍ
砂とセメント混合盛土 2ｍ
砕石層 60砕石層 60ｃｍ
モジュール 25×27ｍ 高さ11m 合計34モジュール

モノリス 900／モジュール

廃棄物処分容量 26,000モノリス

費用 12億ユーロ（長期基金）費用 12億 （長期基金）

1.3億ユーロ（中期基金）

処分開始 最短で2021年

処分場操業期間 50年
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時系列

2013年１月 建設許可申請

2014年－2017年
・ONDRAF/NIRASはセーフティケースに関する293の質問を受けた

・FANCと回答につき議論

セ フテ ケ スの修正・セーフティケースの修正

2018年
・科学審議会による評価

・最初の施設の建設開始：IPM、ケーソン施設、アクセスクラスター、...
2018年 建設許可>廃棄体モジュールの製造開始

2022年 操業開始2022年 操業開始
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許可手続きの準備

・安全当局と協議して申請書の目次を規定

・フランス当局とベルギー当局にて情報交換等を行い、安全戦略を策定

・安全当局と許可手続きについて協議

・安全当局へ各ファイルの安全評価を送付安全当局へ各ファイルの安全評価を送付

・安全性報告書：安全当局がプロセスに関与するためのフォーラムを構築

→ 許可手続きの準備プロセスが開始当初から必要であったが、

cAtプロジェクトではしっかり確立されていなかった。

51



許可手続きの準備

・ONDRAF – FANC 低レベル放射性廃棄物処分施設の許可手続きの準備プロセ
スの経験 （2000年〜2012年）

・2013年1月の許可申請

・主な課題：

・FANCによる規制要件の開発と ONDRAFによる処分施設のセーフティケースのFANCによる規制要件の開発と、ONDRAFによる処分施設のセ フティケ スの
開発が並行して進展

・「承認」または「同意」の明確なマイルストーンの定義

・他の利害関係者に対する、許可手続き準備のプロセスの透明性
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許可手続きの準備

主な教訓

・重要概念の共通の理解やそれらの適用が重要：最適化、深層防護、安全機能、安
全性評価のシナリオ、不確実性の取り扱い、...
・プロセスの第一段階は処分施設／システムの安全概念に焦点をあてることが重要

・規制要件に加えて：規制当局の期待は何か？規制要件に加えて：規制当局の期待は何か？

‐セーフティケースの目次と主な内容

‐安全性評価の計算（シナリオ、パラメータ値、不確実性、...）
‐原則の適用（最適化、深層防護、...）
‐処分される放射性廃棄物の発生源や種類、量などの特定（ソースタームの特定

）

‐・・・・
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統合プロジェクト

地域の社会経済的付加価値と組み合わせた安全で効率的な処分
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（中心）

処分場

（上から反時計回りに）

コミュニケーションセンター

安全、環境と健康

雇用と原子力の専門知識雇用と原子力の専門知識

国の計画と機動性

協議と参加

地域開発基金
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資金供給

長期基金：

廃棄物発生者に直結する全てのプロジェクト要素への資金提供

中期基金：

地域社会の利益に関する全てのプロジ クト要素 の資金提供地域社会の利益に関する全てのプロジェクト要素への資金提供
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教訓

１ 当事者意識の共有

２ 統合プロジェクト

３ 合意 ＋ win-win
４ 回避すべきこと
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高レベル放射性廃棄物処分
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地層または地下への処分

閉じ込める

保持する

隔離する
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SCK・CENが地層処分に関する研究を開始 1974年

どの母岩か？

結晶質岩 岩塩 粘土
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HADES （ハーデス）＊

第１段階：1980年－1987年

第1シャフト（1980年－1982年）

第1ギャラリー（1983年－1984年）

第2ギ ラリ （1987年）第2ギャラリー（1987年）

実験用シャフトとギャラリー（1984年）

草分け的時代

＊HADES ： （High Active Disposal Experimental Site）HADES ： （High Active Disposal Experimental Site）
ベルギー原子力研究センター（SCK・CEN）のあるモルに分布するブーム粘土層の地

下225mに建設された地下研究施設。

地層処分の実現可能性について研究がなされている。
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HADES （ハーデス地下研究所）

第2段階：1997年－2007年

第2シャフト（1997年－1999年）

コネクションギャラリー（2001年－2002年）

PRACLAYギ ラリ （2007年）PRACLAYギャラリー（2007年）

産業規模での実現可能性の実証
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40年の研究
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国際協力は強くかつ多面的である

安全基準、ガイダンス等の定義

・IAEA（国際原子力機関）

・EU（欧州連合）

・ICRP
・ ・・・・

研究、開発、実証は以下により促進されている。

・EU（地層処分技術プラットフォームの実施）

・NEA（RWMC、Clay Club）
・IAEA（地下施設ネットワーク）

同じ母岩を研究する放射性廃棄物処分の実施主体間での二者、三者、多者間の協力：

・ANDRA（フランス）、NAGRA（スイス）、ONDRAF/NIRAS：（粘土）

・Posiva（フィンランド）、SKB（スウェーデン）：（花崗岩）

実施主体間の知識、経験、情報の交換

・EDRAMEDRAM
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国際協力

１ 人的、財政的、科学的資源を共有することによる相乗効果の増大

２ プログラム間の類似点と相違点のより良い理解

３ 規制レベルでの共通かつ 貫した標準の確立３ 規制レベルでの共通かつ一貫した標準の確立

４ 手法の開発

５ 結果のピアレビュー

６ 開発途上国への技術移転
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NEA加盟諸国の地下研究施設

（緑） 既存の地下掘削孔に建設された包括的な地下研究施設

（青） 専用の目的を有する包括的な地下研究施設

（赤） サイト固有の地下研究施設
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多分野の研究開発

（左から）

粘土特性に対する掘削影響

掘削技術

粘土の熱力学的挙動

人工バリアの腐食人工バリアの腐食

放射性核種の移行

粘土の特性評価

粘土特性に対する熱影響

スーパーコンテナの設計
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RD&D（研究開発・実証）

1974年 研究開始

1989年 SAFIR 安全評価・実現可能性中間報告書

2001年 SAFIR2 （安全評価・実現可能性第２次中間報告書）と背景資料

2011年 国家廃棄物計画とSEA
2017年 PRACLAY 評価報告2017年 PRACLAY 評価報告
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国家廃棄物計画とSEA（戦略的環境アセスメント）
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社会的対話

１ ONDRAF/NIRASによる活動

対話活動と学際的会合を開催

２ King Baudouin財団を通じた公衆フォーラム

３ 国家廃棄物計画に反映するために実施された環境影響に関する公衆へのコンサ
ルテーション
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国家廃棄物計画（2011年）

社会から多く寄せられた要望

・妥当な期間における廃棄物の可逆性/回収可能性

（例えば処分後約100年間）

・処分施設の制御可能性

・知見の伝承

・意思決定プロセスのための「監視者」の設立意思決定プ セスのための 監視者」の設立

（ONDRFA / NIRASおよび安全当局から独立）

・SEAで分析されたが軽視された長期管理解決策（例えば先進原子力技術、共同処
分場）に関する開発のフォローアップ
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国家廃棄物計画（2011年）

2011年9月26日に政府に提出された国家廃棄物計画

：長期管理となるカテゴリーBとCの廃棄物のために推奨された廃棄物計画

・固結度の弱い粘土層への地層処分（市民会議後のコンセンサス）

・ベルギー内での1つの施設

・科学技術の成熟度や公衆からのサポートに比例した、合理的に出来るだけ早い開
発と履行

・公衆とのコンサルテーションで挙げられた要望（可逆性/回収可能性、可制御性、
知見の伝承、監視者、「代替案」のフォローアップ）の採用
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最近の政策の状況

2006年 SEA 法律制定 （戦略的環境アセス法 国内法制化）＊

2011年9月 連邦政府への国家廃棄物計画の提示

2014年6月 EU指令国家政策提案

2015年5月 国家廃棄物計画に基づく政策提案

2017年 現在 政策未定の状況2017年 現在、政策未定の状況

＊「計画及びプログラムの環境評価並びに公衆参加に関する2006年2月13日の法律
」をさす。

環境に影響を与える計画及びプログラムの環境評価に関するEUの戦略的環境アセス
メント（SEA：Strategic Environmental Assessment）指令20001/42/ECを受け
て、ベルギーの国内法として制定された。技術面だけでなく、社会経済的、倫理的な面
等も含め検討し、公衆参加のプロセスを得て選定することが規定されている。
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技術的側面と社会的側面の不均衡

（中央）

持続可能な廃棄物管理

（左上から反時計回り）

科学と技術科学と技術

環境と安全

倫理と社会

経済と財政
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政策決定の必要性

・倫理的決定

・4つの主要な倫理的価値（ICRP）：
・有益/無害

・慎重

正義・正義

・尊厳

・手続きにおいて大切なこと

・説明責任、透明性、包括性（ステークホルダーの参加）

・自主性と尊厳の確保

・予防原則

・絶対確実となるまで、不必要に決定を延期することは避け、可能な限り速やかに意
思決定を行う。

・現在の知識に応じた決定を下す

75



政策決定の必要性

・ベルギーがEC 2011/70/EU指令（下記参照）の義務を果たすことを可能にするため
に、

・すべての種類の廃棄物の最終処分のあり方を含む国の政策が、確立されるべき
である

・ONDRAF / NIRASが法的に委任された任務を果たすために

・例） 管理システムを「完結する」

・そして

・ステークホルダーとの正式な対話を開始する

・すべての管理段階を最適化する

・今日現在から「発生者負担の原則」を最適に適用するために、管理費用（拠出金）
を決定する。

・現世代や現在の発生者の責任を果たす

・研究・開発を正しい方向に向かわせる
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検討事項

放射性廃棄物が存在し、我々はそれに対処する必要がある

現在および将来における安全が重要：「誰も安全でないサイトは望んでいない」

公衆の支援なしでは解決しない公衆の支援なしでは解決しない
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政策決定

参加する意欲があるか？ → 段階をおいながら共同で模索する
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普遍的なメッセージ

１ 私たちはあなたの手助けが必要です

２ 自発的な協力 → 拒否権がある

３ 市民参加の枠組みの提供

４ 耳を傾け学ぶ
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14 December 2016

まとめと教訓

・耳を傾け学ぶ意欲

・長いプロセス：社会の発展、ステークホルダーの発展、さらには法律の進化も考慮されるべき

プロセスの形はその国の文化に依存する・プロセスの形はその国の文化に依存する

・取り扱いルールを知るために、開始時点から安全当局を関与させること：安全当局は独立して
安全を保証する
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包括的な原則 （OEDC/NEA、FSC＊より）

・段階的アプローチが必要 ： 意思決定は、状況変化に応じた柔軟性を持ち、

過程を繰り返して、なされるべきである。

・社会学習は促進されるべきである

（例） 様々なステ クホルダ と専門家の間の交流を促進するなど（例） 様々なステークホルダーと専門家の間の交流を促進するなど

・公衆の関与は促進されるべきである

（例） 異なる知識、信念、関心、価値観、世界観を持つ個人間の

建設的な対話を促進するなど

・説明責任

＊NEA、FSC： OEDC/NEAの放射性廃棄物管理委員会（RWMC）が2000年に

“Forum on Stakeholder Confidence”(FSC：ステークホルダーの信頼に関する
フォーラム）を開設し、放射性廃棄物管理におけるステークホルダーの信頼に関する情
報交換や提言などが行われている報交換や提言などが行われている。
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放射性廃棄物管理（RWM＊）における公共の信頼のための主な要素（OECD/NEA、FSCより）

＊RWM： Radioactive Waste Managementの略 放射性廃棄物管理RWM： Radioactive Waste Managementの略 放射性廃棄物管理

（左列）

・主な信頼の要素

開放性、透明性、技術的能力、手続きの公平性

（中央列と右列を上から順に。分野別の重要な要素。）

・役割と構造

・国をあげての取組み

・放射性廃棄物管理政策の枠組み

・けん引役を委任された放射性廃棄物管理機関

・市民の参加と権限移譲

・意思決定プロセス

・バランスのとれたプロセスバランスのとれたプロセス

・学習の促進

・受入れ自治体に付加価値を与える

・放射性廃棄物管理機関

・信頼できる要素の明示

・放射性廃棄物管理施設

・設計、地域の監視と受託責任
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